
�

我
々
は
国
々
を
同
盟
さ
せ
る
の
で
は
な
い
。
我
々
は
人
々
を
結
び
付
け
る
。

ジ
ャ
ン
・
オ
メ
ー
ル
・
マ
リ
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
モ
ネ
（
一
八
八
八
～
一
九
七
九
年
）

「
一
般
的
利
益
に
照
ら
し
…
…
」　　

68

シ
レ
ジ
ア
（Silesie

）
と
ザ
ー
ル
・
共
通
利
益　
　

71

オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
連
帯
行
動　
　

77

対
等
の
和
平　
　

81

五
．
コ
ニ
ャ
ッ
ク
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
、

　
　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
か
ら
中
国
へ
（
一
九
二
三
～
三
八
年
）････

84

コ
ニ
ャ
ッ
ク
へ
帰
る　
　

84

ズ
ロ
テ
ィ
ー
（zloty

）
と
ル
ー
（leu

）　　

88

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
銀
行
家　
　

93

中
国
へ
の
投
資　
　

96

六
．
同
盟
の
武
器
（
一
九
三
八
～
四
〇
年
）･････････････････

102

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
へ
の
使
節　
　

102

英
仏
理
事
会　
　

111

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
「
欧
州
の
た
め
の
飛
行
機
」　　

118

最
後
の
試
み　
　

124

戦
い
の
継
続　
　

128

一
．
危
機
に
直
面
し
、
全
面
統
一
（
一
九
四
〇
年
）･････････

1

協
力
の
限
界　
　

1

唯
一
の
議
会
、
唯
一
の
軍　
　

5

ボ
ル
ド
ー
で
の
最
後
の
試
み　
　

15

二
．
コ
ニ
ャ
ッ
ク
で
の
子
供
時
代･･････････････････････････

22

世
界
に
開
か
れ
た
都
市　
　

22

学
校
嫌
い　
　

24

遠
方
へ
の
旅　
　

29

ビ
ビ
ア
ニ
首
相

「
や
っ
て
み
る
し
か
な
い
…
…
」（
一
九
一
四
年
）　　

35

三
．
共
通
行
動
（
一
九
一
四
～
一
八
年
）････････････････････

40

連
合
国
行
政
委
員
会
（Executive interallies

）　　

40

徹
底
潜
水
艦
戦
争　
　

46

輸
送
の
プ
ー
ル　
　

50

平
時
の
組
織　
　

58

四
．
国
際
連
盟
（
一
九
一
九
～
二
三
年
）････････････････････

64

希
望
の
始
ま
り　
　

64

第
一
部　

力
の
挫
折

目　
　
　
　
　

次

ｼﾞｬﾝ･ﾓﾈ.indd   2-1 08.12.19   2:39:20 PM



�

我
々
は
国
々
を
同
盟
さ
せ
る
の
で
は
な
い
。
我
々
は
人
々
を
結
び
付
け
る
。

ジ
ャ
ン
・
オ
メ
ー
ル
・
マ
リ
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
モ
ネ
（
一
八
八
八
～
一
九
七
九
年
）

「
一
般
的
利
益
に
照
ら
し
…
…
」　　

68

シ
レ
ジ
ア
（Silesie

）
と
ザ
ー
ル
・
共
通
利
益　
　

71

オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
連
帯
行
動　
　

77

対
等
の
和
平　
　

81

五
．
コ
ニ
ャ
ッ
ク
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
、

　
　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
か
ら
中
国
へ
（
一
九
二
三
～
三
八
年
）････

84

コ
ニ
ャ
ッ
ク
へ
帰
る　
　

84

ズ
ロ
テ
ィ
ー
（zloty

）
と
ル
ー
（leu

）　　

88

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
銀
行
家　
　

93

中
国
へ
の
投
資　
　

96

六
．
同
盟
の
武
器
（
一
九
三
八
～
四
〇
年
）･････････････････

102

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
へ
の
使
節　
　

102

英
仏
理
事
会　
　

111

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
「
欧
州
の
た
め
の
飛
行
機
」　　

118

最
後
の
試
み　
　

124

戦
い
の
継
続　
　

128

一
．
危
機
に
直
面
し
、
全
面
統
一
（
一
九
四
〇
年
）･････････

1

協
力
の
限
界　
　

1

唯
一
の
議
会
、
唯
一
の
軍　
　

5

ボ
ル
ド
ー
で
の
最
後
の
試
み　
　

15

二
．
コ
ニ
ャ
ッ
ク
で
の
子
供
時
代･･････････････････････････

22

世
界
に
開
か
れ
た
都
市　
　

22

学
校
嫌
い　
　

24

遠
方
へ
の
旅　
　

29

ビ
ビ
ア
ニ
首
相

「
や
っ
て
み
る
し
か
な
い
…
…
」（
一
九
一
四
年
）　　

35

三
．
共
通
行
動
（
一
九
一
四
～
一
八
年
）････････････････････
40

連
合
国
行
政
委
員
会
（Executive interallies

）　　

40

徹
底
潜
水
艦
戦
争　
　

46

輸
送
の
プ
ー
ル　
　

50

平
時
の
組
織　
　

58

四
．
国
際
連
盟
（
一
九
一
九
～
二
三
年
）････････････････････

64

希
望
の
始
ま
り　
　

64

第
一
部　

力
の
挫
折

目　
　
　
　
　

次

ｼﾞｬﾝ･ﾓﾈ.indd   2-1 08.12.19   2:39:20 PM



iiiii

七
．「
勝
利
の
た
め
の
計
画
」

　
　
（
ワ
シ
ン
ト
ン
、
一
九
四
〇
～
四
三
年
）････････････････

137

自
由
の
た
め
に
奉
仕
す
る
人
　々
　

137

民
主
主
義
の
兵
器
庫　
　

145

圧
倒
的
優
位　
　

156

八
．
戦
時
中
の
仏
統
一
（
ア
ル
ジ
ェ
、
一
九
四
三
年
）･･････

165

政
治
的
使
命　
　

165

共
和
国
法
の
回
復　
　

172

ド
ゴ
ー
ル
と
ジ
ロ
ー　
　

183

仏
国
家
解
放
委
員
会　
　

188

一
六
．
欧
州
合
衆
国
行
動
委
員
会
（
一
九
五
五
～
七
五
年
）････

375

道
徳
力
、
政
治
力　
　

375

ユ
ー
ラ
ト
ム
と
共
通
市
場　
　

387

一
七
．
政
治
統
合
（
一
九
六
〇
～
六
二
年
）･････････････････

399

国
家
連
合
へ　
　

399

委
員
会
、
態
度
を
決
定　
　

409

一
八
．
英
国
と
共
同
体
（
一
九
六
一
～
六
三
年
）････････････

414

英
国
は
欧
州
に
必
要　
　

414

一
回
目
の
申
請
、
一
回
目
の
拒
否
権　
　

424

一
九
．
欧
州
と
米
国････････････････････････････････････････

428

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ　
　

428

危
機
と
逆
流　
　

438

二
〇
．
我
慢
の
時
代
（
一
九
六
四
～
七
二
年
）･･････････････

442

埋
没　
　

442

文
脈
の
変
化　
　

453

二
一
．
欧
州
理
事
会
（
一
九
七
二
～
七
五
年
）･･････････････

463

権
力
の
源
泉　
　

463

欧
州
権
限
の
始
ま
り　
　

471

共
同
体
の
根
源  　
　

477

付
属

　

欧
州
理
事
会
首
脳
の
決
議････････････････････････････････

486

九
．
平
和
の
回
復
（
一
九
四
五
年
）･････････････････････････

199

仏
臨
時
政
権
の
承
認　
　

199

和
平
の
構
想　
　

204

一
〇
．
フ
ラ
ン
ス
は
現
代
化
す
る･･････････････････････････

215

一
つ
の
方
法　
　

215

努
力
の
継
続　
　

230

一
一
．
欧
州
共
同
体
の
模
索････････････････････････････････

244

マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン　
　

244

一
国
の
能
力
の
限
界　
　

250

英
国
、
答
え
ず　
　

257

ド
イ
ツ
、
動
く　
　

261

一
二
．
深
く
て
、
実
が
あ
り
、
即
時
の
行
動････････････････

266

袋
小
路　
　

266

出
口　
　

277

一
三
．
シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
会
合････････････････････････

294

発
明
す
る　
　

294

建
設
す
る　
　

302

一
四
．
二
つ
の
条
約
の
誕
生
（
一
九
五
一
年
）･･････････････

310

防
衛―

唯
一
の
軍　
　

310

経
済―

共
通
規
則　
　

325

一
五
．
欧
州
共
同
体
で
き
る
（
一
九
五
二
～
五
五
年
）･･････

344

欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
の
パ
イ
オ
ニ
ア
た
ち　
　

344

大
試
練
と
出
直
し　
　

365

第
二
部　

統
合
の
時
代

ｼﾞｬﾝ･ﾓﾈ.indd   2-3 08.12.19   2:39:21 PM



iiiii

七
．「
勝
利
の
た
め
の
計
画
」

　
　
（
ワ
シ
ン
ト
ン
、
一
九
四
〇
～
四
三
年
）････････････････

137

自
由
の
た
め
に
奉
仕
す
る
人
　々
　

137

民
主
主
義
の
兵
器
庫　
　

145

圧
倒
的
優
位　
　

156

八
．
戦
時
中
の
仏
統
一
（
ア
ル
ジ
ェ
、
一
九
四
三
年
）･･････

165

政
治
的
使
命　
　

165

共
和
国
法
の
回
復　
　

172

ド
ゴ
ー
ル
と
ジ
ロ
ー　
　

183

仏
国
家
解
放
委
員
会　
　

188

一
六
．
欧
州
合
衆
国
行
動
委
員
会
（
一
九
五
五
～
七
五
年
）････

375

道
徳
力
、
政
治
力　
　

375

ユ
ー
ラ
ト
ム
と
共
通
市
場　
　

387

一
七
．
政
治
統
合
（
一
九
六
〇
～
六
二
年
）･････････････････

399

国
家
連
合
へ　
　

399

委
員
会
、
態
度
を
決
定　
　

409

一
八
．
英
国
と
共
同
体
（
一
九
六
一
～
六
三
年
）････････････

414

英
国
は
欧
州
に
必
要　
　

414

一
回
目
の
申
請
、
一
回
目
の
拒
否
権　
　

424

一
九
．
欧
州
と
米
国････････････････････････････････････････

428

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ　
　

428

危
機
と
逆
流　
　

438

二
〇
．
我
慢
の
時
代
（
一
九
六
四
～
七
二
年
）･･････････････

442

埋
没　
　

442

文
脈
の
変
化　
　

453

二
一
．
欧
州
理
事
会
（
一
九
七
二
～
七
五
年
）･･････････････

463

権
力
の
源
泉　
　

463

欧
州
権
限
の
始
ま
り　
　

471

共
同
体
の
根
源  　
　

477

付
属

　

欧
州
理
事
会
首
脳
の
決
議････････････････････････････････

486

九
．
平
和
の
回
復
（
一
九
四
五
年
）･････････････････････････

199

仏
臨
時
政
権
の
承
認　
　

199

和
平
の
構
想　
　

204

一
〇
．
フ
ラ
ン
ス
は
現
代
化
す
る･･････････････････････････

215

一
つ
の
方
法　
　

215

努
力
の
継
続　
　

230

一
一
．
欧
州
共
同
体
の
模
索････････････････････････････････

244

マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン　
　

244

一
国
の
能
力
の
限
界　
　

250

英
国
、
答
え
ず　
　

257

ド
イ
ツ
、
動
く　
　

261

一
二
．
深
く
て
、
実
が
あ
り
、
即
時
の
行
動････････････････

266

袋
小
路　
　

266

出
口　
　

277

一
三
．
シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
会
合････････････････････････

294

発
明
す
る　
　

294

建
設
す
る　
　

302

一
四
．
二
つ
の
条
約
の
誕
生
（
一
九
五
一
年
）･･････････････

310

防
衛―

唯
一
の
軍　
　

310

経
済―

共
通
規
則　
　

325

一
五
．
欧
州
共
同
体
で
き
る
（
一
九
五
二
～
五
五
年
）･･････

344

欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
の
パ
イ
オ
ニ
ア
た
ち　
　

344

大
試
練
と
出
直
し　
　

365

第
二
部　

統
合
の
時
代

ｼﾞｬﾝ･ﾓﾈ.indd   2-3 08.12.19   2:39:21 PM



324325

一四．二つの条約の誕生（一九五一年）

欧
州
防
衛
共
同
体
構
想
に
つ
い
て
の
歴
史
は
あ
ま
り
に
長
く
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
は
私
は
つ
ま
び
ら
か
に
し
な
い
。
私
は
す
べ
て

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
関
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
プ
ル
バ
ン
と
そ
の
後
数
代
の
首
相
、
シ
ュ
ー
マ
ン
と
ビ
ド
ー
の
二
人
の
外
相
、
モ
ッ
ク
と

彼
を
継
い
だ
ア
ル
フ
ァ
ン
（A

lphand

）
国
防
相
が
、
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
の
間
、
フ
ラ
ン
ス
の
重
責
を
担
っ
た
。
私
が
初
期
段
階
で

役
割
を
演
じ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
硬
直
的
な
姿
勢
、
米
国
の
決
意
、
他
の
連
合
国
殆
ど
す
べ
て
が
米
国
を
支
持
す
る
中
、

妥
協
の
誘
惑
の
間
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
策
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。
拒
否
も
不
可
能
だ
し
、
と
い
っ
て
妥
協
も
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
、
こ
れ
が
プ
ル
バ
ン
連
立
内
閣
の
お
か
れ
た
逆
説
で
、
こ
れ
に
私
は
助
力
し
た
。
同
時
に
、
誤
っ
た
道
を
と
る
米
国
を
説
得
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
私
は
マ
ク
ロ
イ
と
ブ
ル
ー
ス
の
二
人
の
支
持
を
得
た
。
彼
ら
が
ア
チ
ソ
ン
に
有
効
に
働
き
か
け
た
。
だ
が
、
最
大

の
困
難
は
マ
ー
シ
ャ
ル
だ
っ
た
。
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
抵
抗
を
前
に
す
る
と
米
国
で
の
会
合
を
中
断
し
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
を
特
使
と
し

て
欧
州
に
派
遣
し
た
。
我
々
に
と
っ
て
好
機
だ
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
再
軍
備
に
つ
い
て
の
米
国
提
案
を
す
べ
て
、

ド
イ
ツ
の
世
論
が
拒
否
し
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
点
で
は
平
和
派
も
左
右
の
再
生
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
派
も
同
じ
だ
っ
た
。

こ
う
し
て
一
九
五
〇
年
の
秋
と
冬
が
過
ぎ
て
い
っ
た
。
同
時
に
別
途
作
業
し
た
専
門
家
の
内
部
で
、
大
西
洋
独
軍
派
と
欧
州
軍
派
の
二

つ
に
別
れ
、
政
治
的
決
断
が
待
た
れ
た
。
い
か
に
多
く
の
言
葉
を
も
っ
て
乱
暴
な
現
実
を
覆
い
隠
そ
う
と
し
た
こ
と
か
。
国
に
国
防
大
臣

を
置
く
く
の
が
「
ノ
ー
」
だ
と
言
う
な
ら
、
誰
が
最
初
の
独
兵
を
採
用
す
る
の
か
？　

統
合
は
ど
の
レ
ベ
ル
ま
で
や
る
の
か
？　
「
可
能

な
限
り
小
さ
な
単
位
」
を
め
ぐ
っ
て
長
い
論
争
が
あ
っ
た
。
連
帯
か
、
仏
流
の
大
隊
か
、
そ
れ
と
も
米
国
流
の
コ
ン
バ
ッ
ト
・
チ
ー
ム

か
？　

私
は
人
々
に
同
じ
こ
と
を
話
す
の
が
如
何
に
難
し
い
か
、
だ
が
、
ま
た
人
が
困
難
そ
れ
自
体
を
攻
撃
対
象
と
す
る
と
き
に
、
デ
カ

ル
ト
の
古
い
教
え
が
説
く
よ
う
に
す
べ
て
は
シ
ン
プ
ル
に
な
り
、
基
本
的
な
与
件
に
帰
着
す
る
の
を
再
度
経
験
す
る
。
長
い
時
間
を
失
っ

た
後
で
、
欧
州
師
団
に
統
合
さ
れ
る
基
本
単
位
を
そ
の
名
称
は
ど
う
す
る
に
せ
よ
、
五
〇
〇
〇
か
ら
一
万
人
と
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。

後
に
ま
た
「
師
団
」
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
意
味
の
な
い
論
争
が
再
燃
す
る
。
プ
ル
バ
ン
・
プ
ラ
ン
は
法
律
論
に
埋
没
し
て
し
ま
う
。

■
経
済
─
共
通
規
則
■

平
等
な
権
利
に
基
づ
か
な
い
限
り
独
再
軍
備
を
認
め
な
い
と
す
る
ア
デ
ナ
ワ
ー
の
意
図
は
実
際
上
、
欧
州
軍
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
他
の
解

決
策
へ
の
道
を
封
じ
た
。
彼
は
、
共
同
体
に
よ
っ
て
欧
州
の
他
国
も
ま
た
主
権
を
制
限
す
る
の
に
合
意
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
ド
イ

ツ
の
主
権
が
完
全
に
回
復
し
な
い
の
を
受
け
入
れ
た
。
こ
の
態
度
は
論
理
的
で
尊
重
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
物
事
の
進
展

を
容
易
に
は
し
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
も
独
内
が
容
易
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
左
翼
で
は
、
シ

ュ
ー
マ
ッ
ハ
が
プ
ル
バ
ン
・
プ
ラ
ン
を
「
奇
妙
な
仏
軍
団
」
と
評
し
た
。
右
翼
で
は
、
レ
ー
ル
が
ド
イ
ツ
は
「
傭
兵
の
国
」
で
は
な
い
と

抗
議
し
た
。
最
後
に
は
、
首
相
は
二
人
に
法
的
平
等
の
要
求
は
欧
州
統
合
に
よ
っ
て
確
実
に
達
せ
ら
れ
る
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

我
々
は
こ
の
要
求
が
シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
で
ま
ず
緊
急
に
な
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ル
ー
ル
地
方
の
国
際
権
威
並
み
に
、

独
全
体
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
対
し
約
束
す
る
平
等
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
？　

ル
ー
ル
地
方
の
国
際
権
威
に
す
ら
そ
れ
が
で

き
な
い
よ
う
で
は
ド
イ
ツ
は
受
け
ら
れ
な
く
な
る
。
ア
デ
ナ
ワ
ー
は
こ
の
た
め
に
エ
ア
ハ
ル
ト
を
パ
リ
に
派
遣
し
た
。

私
は
他
の
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
経
済
相
が
重
苦
し
い
顔
を
し
て
一
徹
だ
と
評
判
な
の
を
知
っ
て
い
た
。
実
は
彼
は
繊
細
で
大

変
知
性
的
だ
っ
た
。
だ
が
、
私
と
彼
は
必
ず
し
も
意
見
が
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
彼
が
享
受
し
て
い
た
威
信
は
明
晰
な
勇
気
を
持
っ

て
自
分
の
考
え
を
押
し
通
し
、
成
果
を
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
き
て
い
た
。
彼
は
ド
イ
ツ
に
奇
跡
を
も
た
ら
し
た
、
い
わ
ゆ
る
自
由
経
済

の
メ
ニ
ュ
ー
を
疑
う
は
ず
は
な
か
っ
た
。
彼
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
が
、
シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
は
彼
の
純
粋
自
由
貿
易
に

基
づ
く
国
際
経
済
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
そ
り
が
合
わ
な
か
っ
た
。
彼
は
こ
れ
を
行
動
コ
ー
ド
を
付
し
た
経
済
計
画
で
、
我
々
の
欧
州
連
帯
の

組
織
化
は
保
護
主
義
だ
と
見
た
。

「
私
に
は
連
合
国
が
一
方
で
カ
ル
テ
ル
は
い
け
な
い
と
い
い
な
が
ら
、
わ
ざ
と
独
産
業
を
競
争
上
、
隣
国
に
対
し
不
利
な
条
件
下
に
お

く
の
が
分
か
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
と
に
シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
の
考
え
方
で
は
、
独
政
府
不
在
で
あ
る
が
ご
と
き
状
況
を
続
け
、
こ

れ
を
法
制
化
し
よ
う
と
し
て
お
り
認
め
難
い
」
と
彼
は
私
に
言
っ
た
。

ル
ー
ル
地
方
で
は
、
独
軍
事
力
を
作
っ
た
か
つ
て
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
再
生
し
て
い
た
。
そ
こ
で
問
題
は
シ
ュ
ー

マ
ン
・
プ
ラ
ン
の
鉄
鋼
と
石
炭
に
お
け
る
過
度
の
集
中
を
排
除
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
米
国
が
先
頭
に
立
っ
て
い
た
。
米
国
の
経
済
政
治
哲
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学
は
米
国
で
も
外
国
で
も
支
配
の
手
段
も
そ
の
行
使
も
認
め
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
独
石
炭
の
単
一
販
売
組
織
で
あ
る
有
名
なD

.K
.V.

が
独

占
構
造
を
解
体
し
、
ま
た
鉄
鋼
業
が
石
炭
田
を
保
有
し
な
い
よ
う
求
め
た
。
こ
の
措
置
は
一
見
実
務
的
で
、
世
論
や
組
合
は
殆
ど
関
心
を

持
た
な
か
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
と
欧
州
の
経
済
力
の
基
礎
に
直
接
関
わ
っ
て
い
た
。
ル
ー
ル
地
方
の
マ
グ
マ
が
ド
イ
ツ
と
そ
の
隣
国
の
産
業

に
と
っ
て
の
主
要
資
源
で
あ
る
石
炭
を
両
国
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
マ
ネ
ー
ジ
し
な
い
限
り
、
ど
ん
な
形
の
均
衡
も
欧
州
大
陸
に
は
戻
り

得
な
か
っ
た
。
ル
ー
ル
地
方
の
コ
ー
ク
ス
の
所
有
者
が
再
度
、
そ
の
補
給
を
通
じ
て
製
鉄
所
を
支
配
し
始
め
る
と
、
従
属
や
紛
争
の
も
と

に
な
る
不
安
定
が
再
度
、
フ
ラ
ン
ス
で
支
配
的
に
な
る
。
こ
の
状
態
に
な
る
と
供
給
不
足
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
カ
ル
テ
ル
が
彼
ら
の
間

で
結
ば
れ
る
。
人
々
は
こ
う
し
た
帰
結
を
受
け
入
れ
な
い
だ
ろ
う
。
マ
ク
ロ
イ
は
、
こ
と
に
非
カ
ル
テ
ル
化
の
旗
手
だ
っ
た
。
彼
の
も
と

に
は
若
き
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
の
ボ
ウ
イ
ー
（R

obert B
ow

ie

）
が
い
た
。
彼
は
米
国
内
で
道
徳
規
範
同
様
、
厳
格
に
内
に
適
用
さ
れ

た
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
最
高
の
専
門
家
だ
っ
た
。

ボ
ン
で
は
引
き
続
き
協
議
が
行
わ
れ
た
。
ド
イ
ツ
の
企
業
は
、
時
は
彼
ら
に
有
利
と
見
た
。
一
方
パ
リ
で
は
、
条
約
が
完
成
す
る
か
ど

う
か
五
月
九
日
の
声
明
に
沿
っ
て
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
反
ト
ラ
ス
ト
法
規
に
つ
い
て
の
一
般
的
合
意
に
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
依
存

し
て
い
た
。

私
は
ヒ
ル
シ
ュ
を
ア
デ
ナ
ワ
ー
の
も
と
に
派
遣
し
た
。
首
相
は
私
が
託
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
耳
を
傾
け
た
。

「
モ
ネ
に
言
い
な
さ
い
。
こ
の
問
題
は
、
今
こ
の
瞬
間
に
解
決
さ
れ
た
」
と
彼
は
答
え
た
。

彼
の
心
中
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
確
信
す
る
が
、
事
実
に
な
る
に
は
な
お
時
間
が
か
か
っ
た
。

三
ヵ
月
前
か
ら
一
〇
〇
条
か
ら
な
る
条
約
案
は
私
の
机
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
二
つ
問
題
点
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
全
体
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
て

い
た
。
こ
の
草
案
は
主
に
ユ
リ
と
大
法
律
家
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
（M

aurice Lagrange

）
の
合
作
だ
っ
た
。
さ
ら
に
進
め
る
た
め
、
秋
の
初

め
、
私
は
パ
ロ
デ
ィ
（P

arodi

）
に
、
五
〇
年
間
続
き
将
来
の
欧
州
条
約
の
モ
デ
ル
に
す
る
つ
も
り
で
条
文
を
厳
格
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た

め
、
国
務
院
（C

onseil d' É
tat

）
の
誰
か
を
指
名
し
て
欲
し
い
と
申
し
出
た
。
盛
り
上
が
る
経
済
計
画
庁
で
で
き
た
読
み
に
く
い
条
文

を
読
み
こ
な
す
仕
事
は
、
厳
格
で
地
味
な
法
律
家
に
任
さ
れ
た
。
彼
は
偉
大
で
率
直
で
、
角
ば
っ
た
青
白
い
顔
を
し
て
い
た
。
数
世
紀
に

わ
た
っ
て
匿
名
で
フ
ラ
ン
ス
を
守
っ
た
法
案
裁
判
所
の
人
だ
っ
た
。
彼
が
私
の
オ
フ
ィ
ス
に
来
た
。

「
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
さ
ん
、
条
約
を
起
草
し
て
く
れ
ま
す
か
」
と
私
は
言
っ
た
。

「
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
す
る
よ
う
努
力
し
ま
す
」
と
静
か
に
彼
は
答
え
た
。

彼
は
す
ぐ
仕
事
に
取
り
掛
か
っ
た
。
彼
の
条
約
へ
の
貢
献
は
絶
品
だ
っ
た
。
後
に
彼
は
欧
州
裁
判
所
の
主
席
法
務
官
と
な
り
、
欧
州
判

例
の
祖
と
な
る
。
彼
の
判
例
が
、
今
日
欧
州
国
内
の
裁
判
所
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五
一
年
三
月
一
四
日
、
非
カ
ル
テ
ル
化
を
盛
り
込
ん
だ
計
画
が
最
終
的
に
ア
デ
ナ
ワ
ー
の
同
意
を
得
た
。
直
ち
に
ハ
ル
シ
ュ
タ
イ

ン
が
懸
案
の
二
条
に
同
意
し
た
。
こ
の
二
条
の
案
文
は
、
ボ
ウ
イ
ー
（R

obert B
ow

ie

）
が
細
か
な
配
慮
を
し
て
起
草
し
た
も
の
だ
っ
た
。

こ
れ
は
欧
州
で
の
基
本
的
革
新
だ
っ
た
。
共
通
市
場
で
の
重
要
な
反
ト
ラ
ス
ト
立
法
の
起
源
は
、
私
が
四
ヵ
月
か
け
て
論
争
し
た
こ
の
数

行
の
案
文
で
あ
る
。
ボ
ウ
イ
ー
は
こ
の
仕
事
が
終
わ
る
と
米
国
に
帰
り
、
大
学
教
授
と
し
て
名
声
を
得
る
。
彼
は
大
統
領
府
の
欧
州
問
題

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
な
る
。
五
一
年
三
月
一
九
日
、
欧
州
石
炭
共
同
体
創
設
条
約
が
パ
リ
で
出
来
上
が
る
。
後
は
六
ヵ
国
の
閣
僚
を
集
め
て
、

空
欄
に
な
っ
て
い
る
微
妙
な
部
分
の
文
言
に
合
意
し
、
条
約
の
調
印
に
至
る
こ
と
だ
っ
た
。

こ
の
「
空
白
」
部
分
は
、
将
来
の
共
同
体
機
関
の
参
加
各
国
の
ウ
エ
ー
ト
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
大
き
な
政
治
問
題
に
関
す
る
も
の
だ

っ
た
。
一
年
ほ
ど
前
か
ら
、
会
合
で
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
代
表
が
人
口
で
は
一
〇
〇
倍
多
い
イ
タ
リ
ア
と
対
等
に
議
論
し
て
い
た
。

オ
ラ
ン
ダ
は
鉄
鋼
に
関
し
、
生
産
額
で
は
二
〇
倍
も
多
い
独
仏
と
対
等
に
議
論
し
て
い
た
。
共
同
体
が
な
け
れ
ば
望
ま
し
い
国
際
関
係
の

規
則
は
、
全
会
一
致
だ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
大
き
な
問
題
は
大
き
さ
の
違
う
六
ヵ
国
皆
の
一
般
的
利
益
が
各
国
の
利
益
、
個
別
の
国

益
に
代
替
す
る
新
制
度
で
こ
の
規
則
を
捨
て
る
か
ど
う
か
だ
っ
た
。

見
た
こ
と
も
な
い
も
の
を
想
定
し
、
危
険
を
と
る
よ
う
に
と
い
う
の
は
多
く
の
者
に
と
っ
て
酷
で
あ
る
。「
ノ
ー
」
と
言
え
る
権
利
は

大
国
相
互
間
に
と
っ
て
、
ま
た
大
国
に
対
す
る
小
国
に
と
っ
て
安
全
弁
で
あ
る
。
後
の
条
約
調
印
時
に
、
こ
れ
を
絶
対
的
規
則
に
す
る
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
多
数
決
を
原
則
と
し
拒
否
権
を
例
外
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
ど
の
多
数
決
か
？　

ベ
ネ
ル
ク
ス
と
イ
タ
リ
ア

を
合
わ
せ
た
四
ヵ
国
は
石
炭
と
鉄
鋼
の
生
産
額
で
は
四
分
の
一
以
下
だ
っ
た
。
彼
ら
が
仏
独
の
意
見
を
通
さ
な
い
の
は
尋
常
で
は
な
い
。

各
国
一
票
な
ら
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
加
重
投
票
制
度
を
提
案
し
、
仏
独
だ
け
で
す
べ
て
の
決
定
が
で
き
な
い
よ
う
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独
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を
保
有
し
な
い
よ
う
求
め
た
。
こ
の
措
置
は
一
見
実
務
的
で
、
世
論
や
組
合
は
殆
ど
関
心
を

持
た
な
か
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
と
欧
州
の
経
済
力
の
基
礎
に
直
接
関
わ
っ
て
い
た
。
ル
ー
ル
地
方
の
マ
グ
マ
が
ド
イ
ツ
と
そ
の
隣
国
の
産
業

に
と
っ
て
の
主
要
資
源
で
あ
る
石
炭
を
両
国
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
マ
ネ
ー
ジ
し
な
い
限
り
、
ど
ん
な
形
の
均
衡
も
欧
州
大
陸
に
は
戻
り

得
な
か
っ
た
。
ル
ー
ル
地
方
の
コ
ー
ク
ス
の
所
有
者
が
再
度
、
そ
の
補
給
を
通
じ
て
製
鉄
所
を
支
配
し
始
め
る
と
、
従
属
や
紛
争
の
も
と

に
な
る
不
安
定
が
再
度
、
フ
ラ
ン
ス
で
支
配
的
に
な
る
。
こ
の
状
態
に
な
る
と
供
給
不
足
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
カ
ル
テ
ル
が
彼
ら
の
間

で
結
ば
れ
る
。
人
々
は
こ
う
し
た
帰
結
を
受
け
入
れ
な
い
だ
ろ
う
。
マ
ク
ロ
イ
は
、
こ
と
に
非
カ
ル
テ
ル
化
の
旗
手
だ
っ
た
。
彼
の
も
と

に
は
若
き
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
の
ボ
ウ
イ
ー
（R

obert B
ow

ie

）
が
い
た
。
彼
は
米
国
内
で
道
徳
規
範
同
様
、
厳
格
に
内
に
適
用
さ
れ

た
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
最
高
の
専
門
家
だ
っ
た
。

ボ
ン
で
は
引
き
続
き
協
議
が
行
わ
れ
た
。
ド
イ
ツ
の
企
業
は
、
時
は
彼
ら
に
有
利
と
見
た
。
一
方
パ
リ
で
は
、
条
約
が
完
成
す
る
か
ど

う
か
五
月
九
日
の
声
明
に
沿
っ
て
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
反
ト
ラ
ス
ト
法
規
に
つ
い
て
の
一
般
的
合
意
に
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
依
存

し
て
い
た
。

私
は
ヒ
ル
シ
ュ
を
ア
デ
ナ
ワ
ー
の
も
と
に
派
遣
し
た
。
首
相
は
私
が
託
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
耳
を
傾
け
た
。

「
モ
ネ
に
言
い
な
さ
い
。
こ
の
問
題
は
、
今
こ
の
瞬
間
に
解
決
さ
れ
た
」
と
彼
は
答
え
た
。

彼
の
心
中
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
確
信
す
る
が
、
事
実
に
な
る
に
は
な
お
時
間
が
か
か
っ
た
。

三
ヵ
月
前
か
ら
一
〇
〇
条
か
ら
な
る
条
約
案
は
私
の
机
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
二
つ
問
題
点
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
全
体
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
て

い
た
。
こ
の
草
案
は
主
に
ユ
リ
と
大
法
律
家
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
（M

aurice Lagrange

）
の
合
作
だ
っ
た
。
さ
ら
に
進
め
る
た
め
、
秋
の
初

め
、
私
は
パ
ロ
デ
ィ
（P

arodi

）
に
、
五
〇
年
間
続
き
将
来
の
欧
州
条
約
の
モ
デ
ル
に
す
る
つ
も
り
で
条
文
を
厳
格
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た

め
、
国
務
院
（C

onseil d' É
tat

）
の
誰
か
を
指
名
し
て
欲
し
い
と
申
し
出
た
。
盛
り
上
が
る
経
済
計
画
庁
で
で
き
た
読
み
に
く
い
条
文

を
読
み
こ
な
す
仕
事
は
、
厳
格
で
地
味
な
法
律
家
に
任
さ
れ
た
。
彼
は
偉
大
で
率
直
で
、
角
ば
っ
た
青
白
い
顔
を
し
て
い
た
。
数
世
紀
に

わ
た
っ
て
匿
名
で
フ
ラ
ン
ス
を
守
っ
た
法
案
裁
判
所
の
人
だ
っ
た
。
彼
が
私
の
オ
フ
ィ
ス
に
来
た
。

「
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
さ
ん
、
条
約
を
起
草
し
て
く
れ
ま
す
か
」
と
私
は
言
っ
た
。

「
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
す
る
よ
う
努
力
し
ま
す
」
と
静
か
に
彼
は
答
え
た
。

彼
は
す
ぐ
仕
事
に
取
り
掛
か
っ
た
。
彼
の
条
約
へ
の
貢
献
は
絶
品
だ
っ
た
。
後
に
彼
は
欧
州
裁
判
所
の
主
席
法
務
官
と
な
り
、
欧
州
判

例
の
祖
と
な
る
。
彼
の
判
例
が
、
今
日
欧
州
国
内
の
裁
判
所
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五
一
年
三
月
一
四
日
、
非
カ
ル
テ
ル
化
を
盛
り
込
ん
だ
計
画
が
最
終
的
に
ア
デ
ナ
ワ
ー
の
同
意
を
得
た
。
直
ち
に
ハ
ル
シ
ュ
タ
イ

ン
が
懸
案
の
二
条
に
同
意
し
た
。
こ
の
二
条
の
案
文
は
、
ボ
ウ
イ
ー
（R

obert B
ow

ie

）
が
細
か
な
配
慮
を
し
て
起
草
し
た
も
の
だ
っ
た
。

こ
れ
は
欧
州
で
の
基
本
的
革
新
だ
っ
た
。
共
通
市
場
で
の
重
要
な
反
ト
ラ
ス
ト
立
法
の
起
源
は
、
私
が
四
ヵ
月
か
け
て
論
争
し
た
こ
の
数

行
の
案
文
で
あ
る
。
ボ
ウ
イ
ー
は
こ
の
仕
事
が
終
わ
る
と
米
国
に
帰
り
、
大
学
教
授
と
し
て
名
声
を
得
る
。
彼
は
大
統
領
府
の
欧
州
問
題

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
な
る
。
五
一
年
三
月
一
九
日
、
欧
州
石
炭
共
同
体
創
設
条
約
が
パ
リ
で
出
来
上
が
る
。
後
は
六
ヵ
国
の
閣
僚
を
集
め
て
、

空
欄
に
な
っ
て
い
る
微
妙
な
部
分
の
文
言
に
合
意
し
、
条
約
の
調
印
に
至
る
こ
と
だ
っ
た
。

こ
の
「
空
白
」
部
分
は
、
将
来
の
共
同
体
機
関
の
参
加
各
国
の
ウ
エ
ー
ト
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
大
き
な
政
治
問
題
に
関
す
る
も
の
だ

っ
た
。
一
年
ほ
ど
前
か
ら
、
会
合
で
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
代
表
が
人
口
で
は
一
〇
〇
倍
多
い
イ
タ
リ
ア
と
対
等
に
議
論
し
て
い
た
。

オ
ラ
ン
ダ
は
鉄
鋼
に
関
し
、
生
産
額
で
は
二
〇
倍
も
多
い
独
仏
と
対
等
に
議
論
し
て
い
た
。
共
同
体
が
な
け
れ
ば
望
ま
し
い
国
際
関
係
の

規
則
は
、
全
会
一
致
だ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
大
き
な
問
題
は
大
き
さ
の
違
う
六
ヵ
国
皆
の
一
般
的
利
益
が
各
国
の
利
益
、
個
別
の
国

益
に
代
替
す
る
新
制
度
で
こ
の
規
則
を
捨
て
る
か
ど
う
か
だ
っ
た
。

見
た
こ
と
も
な
い
も
の
を
想
定
し
、
危
険
を
と
る
よ
う
に
と
い
う
の
は
多
く
の
者
に
と
っ
て
酷
で
あ
る
。「
ノ
ー
」
と
言
え
る
権
利
は

大
国
相
互
間
に
と
っ
て
、
ま
た
大
国
に
対
す
る
小
国
に
と
っ
て
安
全
弁
で
あ
る
。
後
の
条
約
調
印
時
に
、
こ
れ
を
絶
対
的
規
則
に
す
る
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
多
数
決
を
原
則
と
し
拒
否
権
を
例
外
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
ど
の
多
数
決
か
？　

ベ
ネ
ル
ク
ス
と
イ
タ
リ
ア

を
合
わ
せ
た
四
ヵ
国
は
石
炭
と
鉄
鋼
の
生
産
額
で
は
四
分
の
一
以
下
だ
っ
た
。
彼
ら
が
仏
独
の
意
見
を
通
さ
な
い
の
は
尋
常
で
は
な
い
。

各
国
一
票
な
ら
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
加
重
投
票
制
度
を
提
案
し
、
仏
独
だ
け
で
す
べ
て
の
決
定
が
で
き
な
い
よ
う

経済─共通規則
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に
し
た
。
欧
州
議
会
で
は
人
口
の
最
も
多
い
三
ヵ
国
が
各
一
八
議
席
を
、
ま
た
ベ
ネ
ル
ク
ス
全
体
で
一
八
議
席
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

一
九
五
一
年
四
月
一
二
日
、
会
合
が
召
集
さ
れ
た
。
一
週
間
前
、
私
は
ボ
ン
に
行
っ
て
、
独
仏
の
意
見
が
大
所
で
一
致
し
、
予
想
さ
れ

る
ベ
ネ
ル
ク
ス
か
ら
の
攻
撃
に
対
応
で
き
る
よ
う
調
整
し
た
。
私
は
ド
イ
ツ
が
新
機
構
で
の
投
票
権
は
石
炭
鉄
鋼
の
生
産
に
比
例
し
た
も

の
と
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
こ
の
基
準
だ
と
ド
イ
ツ
が
あ
ま
り
に
有
利
に
な
り
、
逆
差
別
に
な
り
、
五
月
九
日

の
声
明
の
精
神
に
沿
わ
な
い
。
こ
れ
に
は
全
員
が
反
対
す
る
だ
ろ
う
。
私
は
ア
デ
ナ
ワ
ー
が
そ
こ
ま
で
や
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
彼
は
、

四
月
四
日
、
ボ
ン
で
私
に
会
っ
た
。
私
は
こ
う
切
り
出
し
た
。

「
私
は
、
共
同
体
に
お
け
る
独
仏
関
係
は
理
事
会
で
も
欧
州
議
会
で
も
、
現
在
な
い
し
将
来
の
あ
ら
ゆ
る
欧
州
機
関
に
お
い
て
も
平
等

と
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
単
独
な
い
し
仏
連
合
と
し
て
参
加
し
、
ド
イ
ツ
は
西
独
な
い
し
統
一
ド
イ
ツ
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
を
提
案
す

る
よ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
私
は
個
人
的
に
、
こ
れ
が
当
初
か
ら
の
こ
の
条
約
の
も
と
に
な
る
統
合
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
で
あ
り
、

私
は
、
初
め
て
お
目
に
掛
か
っ
た
時
に
貴
首
相
も
同
様
の
お
考
え
で
あ
る
も
の
と
理
解
し
た
こ
と
を
付
け
加
え
る
。
差
別
の
考
え
は

世
界
の
大
き
な
不
幸
の
原
因
だ
っ
た
。
共
同
体
は
こ
れ
を
後
退
さ
せ
る
た
め
の
努
力
で
あ
る
」

「
貴
下
は
私
が
い
か
に
将
来
の
ド
イ
ツ
の
平
等
な
権
利
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
か
、
い
か
に
過
去
に
お
け
る
支
配
の
企
て
を
非
難
し
て
い

る
か
を
ご
存
知
だ
。
喜
ん
で
私
は
貴
下
の
提
案
に
完
全
に
同
意
す
る
。
私
に
は
、
完
全
に
平
等
に
す
る
以
外
に
共
同
体
は
考
え
ら
れ

な
い
。
よ
っ
て
経
済
面
を
始
め
、
独
代
表
の
し
た
そ
う
で
な
い
提
案
は
す
べ
て
引
っ
込
め
る
」
と
ア
デ
ナ
ワ
ー
は
答
え
た
。

こ
の
政
治
的
に
広
範
な
合
意
は
シ
ン
プ
ル
で
明
快
な
原
理
に
基
づ
い
て
い
た
。
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
が
西
欧
の
力
関
係
を
ひ
っ
く
り
返
し

か
ね
な
い
と
き
に
、
ま
た
西
独
で
多
く
の
者
が
東
独
と
の
再
統
一
の
可
能
性
を
諦
め
て
い
な
か
っ
た
時
期
に
、
こ
れ
を
提
案
し
受
け
入
れ

る
に
は
勇
気
が
必
要
だ
っ
た
。
私
は
こ
れ
で
誰
が
一
番
得
を
し
た
か
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
私
に
は
こ
れ
が
欧
州
の
平
和
の

心
理
的
第
一
条
件
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
分
か
っ
て
い
た
。
平
等
の
規
則
は
自
動
的
な
も
の
で
、
計
算
や
取
引
や
解
釈
に
馴
染
む
も
の
で
は

な
い
。
こ
れ
が
機
構
内
で
の
あ
ら
ゆ
る
シ
ー
ソ
ー
・
ゲ
ー
ム
へ
の
誘
惑
を
終
焉
さ
せ
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
イ
ン
チ
キ
を
許
さ
な
い
道

徳
の
基
礎
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
差
し
当
た
り
、
シ
ュ
ー
マ
ン
会
合
成
功
へ
の
最
大
の
機
会
を
与
え
た
。

条
約
の
調
印
は
ア
デ
ナ
ワ
ー
の
公
式
外
国
出
張
の
最
初
の
機
会
と
な
る
。
こ
れ
が
戦
後
初
の
独
首
脳
の
仏
訪
問
だ
っ
た
。
彼
に
敵
意
を

持
つ
デ
モ
を
警
戒
し
て
、
厳
戒
態
勢
が
敷
か
れ
た
。
閣
僚
は
誰
も
彼
を
飛
行
場
に
迎
え
に
行
か
な
か
っ
た
。
私
だ
け
が
何
人
か
の
部
下
と

彼
を
迎
え
た
。
我
々
の
短
い
車
の
隊
列
は
、
パ
リ
で
ば
か
に
早
く
走
っ
た
。
こ
の
日
に
つ
い
て
は
、
狙
撃
よ
り
交
通
事
故
の
危
険
の
方
が

ず
っ
と
大
き
か
っ
た
。
最
も
激
し
い
反
対
は
共
産
党
だ
っ
た
。
彼
ら
は
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
を
ソ
連
が
拒
否
し
て
以
来
、
あ
ら
ゆ
る
形

態
の
西
欧
の
自
立
的
組
織
化
を
非
難
し
て
い
た
。
彼
ら
の
シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
と
プ
ル
バ
ン
・
プ
ラ
ン
に
対
す
る
反
対
運
動
は
、
経
済

構
造
と
防
衛
組
織
化
の
ど
ん
な
小
さ
な
変
化
を
も
拒
否
す
る
保
守
派
を
巻
き
込
ん
だ
。
こ
の
時
点
か
ら
彼
ら
に
任
せ
た
ら
、
左
右
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
合
わ
さ
っ
て
欧
州
の
条
約
を
潰
す
の
が
予
見
で
き
た
。
多
く
の
者
に
と
っ
て
、
ド
イ
ツ
は
依
然
、
差
し
当
た
り
の
危
険
の

代
表
だ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
民
主
的
対
話
の
誠
実
さ
を
疑
う
の
は
他
愛
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
脅
威
と
違
う
意
見
の
人
々
は
、

西
独
が
主
権
を
ち
ょ
っ
と
で
も
回
復
す
る
た
び
に
ソ
連
が
連
合
国
に
発
し
た
強
い
警
告
に
無
関
心
の
ま
ま
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
口
論
が
昂

じ
て
戦
争
に
な
る
よ
う
に
見
え
た
。
そ
こ
で
自
然
に
中
立
主
義
の
風
潮
が
フ
ラ
ン
ス
で
広
ま
っ
た
。
か
く
し
て
、
こ
う
し
た
矛
盾
す
る
理

由
か
ら
ド
イ
ツ
が
従
属
の
ま
ま
で
い
る
の
が
い
い
と
望
む
人
々
は
、
す
べ
て
ア
デ
ナ
ワ
ー
を
非
常
に
大
き
な
敵
と
見
た
。
こ
れ
が
政
府
が

彼
に
外
交
儀
礼
に
則
っ
た
歓
迎
を
し
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。

ア
デ
ナ
ワ
ー
は
外
観
に
こ
だ
わ
る
人
物
で
は
な
か
っ
た
。
逆
に
彼
は
、
パ
リ
で
友
人
か
ら
、
ま
た
初
対
面
の
人
か
ら
、
目
立
た
な
い
が
、

幾
つ
か
好
意
を
感
じ
取
っ
た
。
彼
は
先
々
を
見
て
い
た
。
彼
は
自
国
の
再
建
を
急
い
で
い
た
が
、
一
つ
一
つ
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
分
か
っ
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て
シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
の
調
印
は
、
彼
が
熟
慮
の
末
に
受
け
入
れ
た
政
治
的
や
り
方
の
出
発
点
だ
っ

た
。
彼
は
完
全
独
立
と
一
国
と
し
て
の
強
大
さ
へ
の
近
道
の
如
何
な
る
誘
惑
が
あ
っ
て
も
、
外
か
ら
の
脅
威
と
内
か
ら
の
圧
力
は
強
か
っ

た
が
、
決
し
て
こ
の
路
線
を
捨
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
に
も
左
右
の
保
守
主
義
者
、
旧
来
の
軍
事
主
義
者
、
彼
が
幻
想
と
判
断
し
た

中
立
化
指
向
の
増
大
傾
向
の
問
題
が
あ
っ
た
。

我
々
の
会
談
で
、
彼
は
私
同
様
、
欧
州
の
世
論
を
退
け
米
ソ
の
勢
力
争
い
に
受
身
で
対
応
す
る
し
か
な
い
新
た
な
冷
戦
の
心
理
的
効
果

を
懸
念
し
て
い
た
。
私
以
上
に
彼
は
、
ソ
連
が
繰
り
返
し
て
い
る
口
上
書
の
暴
力
を
警
戒
し
て
い
た
。
こ
れ
が
独
仏
の
多
く
の
政
治
家
と

東
と
の
同
盟
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
持
つ
両
国
の
外
交
官
に
、
冷
静
さ
を
失
わ
せ
る
危
険
が
あ
る
と
彼
は
考
え
て
い
た
。
彼
は
こ
れ
ら
の
口
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に
し
た
。
欧
州
議
会
で
は
人
口
の
最
も
多
い
三
ヵ
国
が
各
一
八
議
席
を
、
ま
た
ベ
ネ
ル
ク
ス
全
体
で
一
八
議
席
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

一
九
五
一
年
四
月
一
二
日
、
会
合
が
召
集
さ
れ
た
。
一
週
間
前
、
私
は
ボ
ン
に
行
っ
て
、
独
仏
の
意
見
が
大
所
で
一
致
し
、
予
想
さ
れ

る
ベ
ネ
ル
ク
ス
か
ら
の
攻
撃
に
対
応
で
き
る
よ
う
調
整
し
た
。
私
は
ド
イ
ツ
が
新
機
構
で
の
投
票
権
は
石
炭
鉄
鋼
の
生
産
に
比
例
し
た
も

の
と
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
こ
の
基
準
だ
と
ド
イ
ツ
が
あ
ま
り
に
有
利
に
な
り
、
逆
差
別
に
な
り
、
五
月
九
日

の
声
明
の
精
神
に
沿
わ
な
い
。
こ
れ
に
は
全
員
が
反
対
す
る
だ
ろ
う
。
私
は
ア
デ
ナ
ワ
ー
が
そ
こ
ま
で
や
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
彼
は
、

四
月
四
日
、
ボ
ン
で
私
に
会
っ
た
。
私
は
こ
う
切
り
出
し
た
。

「
私
は
、
共
同
体
に
お
け
る
独
仏
関
係
は
理
事
会
で
も
欧
州
議
会
で
も
、
現
在
な
い
し
将
来
の
あ
ら
ゆ
る
欧
州
機
関
に
お
い
て
も
平
等

と
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
単
独
な
い
し
仏
連
合
と
し
て
参
加
し
、
ド
イ
ツ
は
西
独
な
い
し
統
一
ド
イ
ツ
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
を
提
案
す

る
よ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
私
は
個
人
的
に
、
こ
れ
が
当
初
か
ら
の
こ
の
条
約
の
も
と
に
な
る
統
合
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
で
あ
り
、

私
は
、
初
め
て
お
目
に
掛
か
っ
た
時
に
貴
首
相
も
同
様
の
お
考
え
で
あ
る
も
の
と
理
解
し
た
こ
と
を
付
け
加
え
る
。
差
別
の
考
え
は

世
界
の
大
き
な
不
幸
の
原
因
だ
っ
た
。
共
同
体
は
こ
れ
を
後
退
さ
せ
る
た
め
の
努
力
で
あ
る
」

「
貴
下
は
私
が
い
か
に
将
来
の
ド
イ
ツ
の
平
等
な
権
利
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
か
、
い
か
に
過
去
に
お
け
る
支
配
の
企
て
を
非
難
し
て
い

る
か
を
ご
存
知
だ
。
喜
ん
で
私
は
貴
下
の
提
案
に
完
全
に
同
意
す
る
。
私
に
は
、
完
全
に
平
等
に
す
る
以
外
に
共
同
体
は
考
え
ら
れ

な
い
。
よ
っ
て
経
済
面
を
始
め
、
独
代
表
の
し
た
そ
う
で
な
い
提
案
は
す
べ
て
引
っ
込
め
る
」
と
ア
デ
ナ
ワ
ー
は
答
え
た
。

こ
の
政
治
的
に
広
範
な
合
意
は
シ
ン
プ
ル
で
明
快
な
原
理
に
基
づ
い
て
い
た
。
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
が
西
欧
の
力
関
係
を
ひ
っ
く
り
返
し

か
ね
な
い
と
き
に
、
ま
た
西
独
で
多
く
の
者
が
東
独
と
の
再
統
一
の
可
能
性
を
諦
め
て
い
な
か
っ
た
時
期
に
、
こ
れ
を
提
案
し
受
け
入
れ

る
に
は
勇
気
が
必
要
だ
っ
た
。
私
は
こ
れ
で
誰
が
一
番
得
を
し
た
か
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
私
に
は
こ
れ
が
欧
州
の
平
和
の

心
理
的
第
一
条
件
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
分
か
っ
て
い
た
。
平
等
の
規
則
は
自
動
的
な
も
の
で
、
計
算
や
取
引
や
解
釈
に
馴
染
む
も
の
で
は

な
い
。
こ
れ
が
機
構
内
で
の
あ
ら
ゆ
る
シ
ー
ソ
ー
・
ゲ
ー
ム
へ
の
誘
惑
を
終
焉
さ
せ
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
イ
ン
チ
キ
を
許
さ
な
い
道

徳
の
基
礎
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
差
し
当
た
り
、
シ
ュ
ー
マ
ン
会
合
成
功
へ
の
最
大
の
機
会
を
与
え
た
。

条
約
の
調
印
は
ア
デ
ナ
ワ
ー
の
公
式
外
国
出
張
の
最
初
の
機
会
と
な
る
。
こ
れ
が
戦
後
初
の
独
首
脳
の
仏
訪
問
だ
っ
た
。
彼
に
敵
意
を

持
つ
デ
モ
を
警
戒
し
て
、
厳
戒
態
勢
が
敷
か
れ
た
。
閣
僚
は
誰
も
彼
を
飛
行
場
に
迎
え
に
行
か
な
か
っ
た
。
私
だ
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が
何
人
か
の
部
下
と

彼
を
迎
え
た
。
我
々
の
短
い
車
の
隊
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は
、
パ
リ
で
ば
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に
早
く
走
っ
た
。
こ
の
日
に
つ
い
て
は
、
狙
撃
よ
り
交
通
事
故
の
危
険
の
方
が

ず
っ
と
大
き
か
っ
た
。
最
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激
し
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反
対
は
共
産
党
だ
っ
た
。
彼
ら
は
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
を
ソ
連
が
拒
否
し
て
以
来
、
あ
ら
ゆ
る
形

態
の
西
欧
の
自
立
的
組
織
化
を
非
難
し
て
い
た
。
彼
ら
の
シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
と
プ
ル
バ
ン
・
プ
ラ
ン
に
対
す
る
反
対
運
動
は
、
経
済

構
造
と
防
衛
組
織
化
の
ど
ん
な
小
さ
な
変
化
を
も
拒
否
す
る
保
守
派
を
巻
き
込
ん
だ
。
こ
の
時
点
か
ら
彼
ら
に
任
せ
た
ら
、
左
右
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
合
わ
さ
っ
て
欧
州
の
条
約
を
潰
す
の
が
予
見
で
き
た
。
多
く
の
者
に
と
っ
て
、
ド
イ
ツ
は
依
然
、
差
し
当
た
り
の
危
険
の

代
表
だ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
民
主
的
対
話
の
誠
実
さ
を
疑
う
の
は
他
愛
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
脅
威
と
違
う
意
見
の
人
々
は
、

西
独
が
主
権
を
ち
ょ
っ
と
で
も
回
復
す
る
た
び
に
ソ
連
が
連
合
国
に
発
し
た
強
い
警
告
に
無
関
心
の
ま
ま
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
口
論
が
昂

じ
て
戦
争
に
な
る
よ
う
に
見
え
た
。
そ
こ
で
自
然
に
中
立
主
義
の
風
潮
が
フ
ラ
ン
ス
で
広
ま
っ
た
。
か
く
し
て
、
こ
う
し
た
矛
盾
す
る
理

由
か
ら
ド
イ
ツ
が
従
属
の
ま
ま
で
い
る
の
が
い
い
と
望
む
人
々
は
、
す
べ
て
ア
デ
ナ
ワ
ー
を
非
常
に
大
き
な
敵
と
見
た
。
こ
れ
が
政
府
が

彼
に
外
交
儀
礼
に
則
っ
た
歓
迎
を
し
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。
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友
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。
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。
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強
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こ
の
路
線
を
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て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
に
も
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右
の
保
守
主
義
者
、
旧
来
の
軍
事
主
義
者
、
彼
が
幻
想
と
判
断
し
た

中
立
化
指
向
の
増
大
傾
向
の
問
題
が
あ
っ
た
。

我
々
の
会
談
で
、
彼
は
私
同
様
、
欧
州
の
世
論
を
退
け
米
ソ
の
勢
力
争
い
に
受
身
で
対
応
す
る
し
か
な
い
新
た
な
冷
戦
の
心
理
的
効
果

を
懸
念
し
て
い
た
。
私
以
上
に
彼
は
、
ソ
連
が
繰
り
返
し
て
い
る
口
上
書
の
暴
力
を
警
戒
し
て
い
た
。
こ
れ
が
独
仏
の
多
く
の
政
治
家
と

東
と
の
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に
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ル
ジ
ー
を
持
つ
両
国
の
外
交
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に
、
冷
静
さ
を
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が
あ
る
と
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